
令
和
五
年
大
阪
府
規
則
第
一
号 

 
 

 

大
阪
府
医
療
機
関
等
物
価
高
騰
対
策
一
時
支
援
金
支
給
規
則 

（
目
的
） 

第
一
条 
こ
の
規
則
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
（
病
原
体
が
ベ
ー
タ
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
属
の
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
（
令
和
二
年
一
月
に
、
中
華
人
民
共
和
国
か
ら
世
界
保
健
機
関
に

対
し
て
、
人
に
伝
染
す
る
能
力
を
有
す
る
こ
と
が
新
た
に
報
告
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
で
あ

る
感
染
症
を
い
う
。
）
及
び
物
価
の
高
騰
の
影
響
を
受
け
て
い
る
医
療
機
関
等
を
対
象
と
し
た
、

経
営
支
援
を
目
的
と
す
る
医
療
機
関
等
物
価
高
騰
対
策
一
時
支
援
金
（
以
下
「
一
時
支
援
金
」

と
い
う
。
）
の
支
給
の
申
請
、
決
定
等
に
関
す
る
事
項
そ
の
他
一
時
支
援
金
に
係
る
予
算
の
執

行
に
関
す
る
基
本
的
事
項
を
規
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、
一
時
支
援
金
に
係
る
予
算
の
執
行
の

適
正
化
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

（
支
給
の
要
件
） 

第
二
条 

知
事
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
に
対
し
、
一
時
支
援
金
を
支
給
す

る
も
の
と
す
る
。 

 

一 

知
事
が
別
に
定
め
る
日
に
府
の
区
域
内
に
お
い
て
、
次
の
イ
又
は
ロ
に
該
当
す
る
者
で

あ
る
こ
と
。 

イ 

次
の
⑴
か
ら
⑹
ま
で
の
い
ず
れ
か
の
施
設
（
以
下
「
申
請
施
設
」
と
い
う
。
）
を
開
設

し
、
又
は
管
理
し
て
い
る
者
（
以
下
「
開
設
者
等
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
こ
と
。 

⑴ 

健
康
保
険
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）
第
六
十
三
条
第
三
項
第
一
号
に
規

定
す
る
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
（
知
事
が
別
に
定
め
る
施
設
を
除
く
。
） 

⑵ 

健
康
保
険
法
第
八
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
の
指
定
に

係
る
訪
問
看
護
事
業
所
（
同
法
第
八
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
訪
問
看
護
事
業
所

を
い
い
、
知
事
が
別
に
定
め
る
施
設
を
除
く
。
） 

⑶ 

医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
助
産

所
（
知
事
が
別
に
定
め
る
施
設
を
除
く
。
） 

⑷ 

あ
ん
摩
マ
ツ
サ
ー
ジ
指
圧
師
、
は
り
師
、
き
ゆ
う
師
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二

十
二
年
法
律
第
二
百
十
七
号
）
第
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る
同

項
に
規
定
す
る
施
術
所
（
知
事
が
別
に
定
め
る
施
設
を
除
く
。
） 

⑸ 

柔
道
整
復
師
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
十
九
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る

施
術
所
（
知
事
が
別
に
定
め
る
施
設
を
除
く
。
） 

⑹ 

歯
科
技
工
士
法
（
昭
和
三
十
年
法
律
第
百
六
十
八
号
）
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す

る
歯
科
技
工
所
（
知
事
が
別
に
定
め
る
施
設
を
除
く
。
） 

ロ 

あ
ん
摩
マ
ツ
サ
ー
ジ
指
圧
師
、
は
り
師
、
き
ゆ
う
師
等
に
関
す
る
法
律
第
九
条
の
三

に
規
定
す
る
専
ら
出
張
に
よ
っ
て
そ
の
業
務
に
従
事
す
る
施
術
者
（
知
事
が
別
に
定
め

る
者
を
除
く
。
以
下
「
出
張
施
術
業
務
者
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
こ
と
。 

 

二 

次
の
イ
又
は
ロ
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。 

イ 

次
の
⑴
か
ら
⑶
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
開
設
者
等 

⑴ 

申
請
施
設
に
つ
い
て
、
国
又
は
地
方
公
共
団
体
が
開
設
す
る
施
設
で
な
い
こ
と
。 

⑵ 

知
事
が
別
に
定
め
る
期
間
中
、
申
請
施
設
に
お
い
て
業
務
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
。 

⑶ 

一
時
支
援
金
の
支
給
の
申
請
を
し
た
日
以
後
も
申
請
施
設
に
係
る
事
業
の
継
続
等



に
向
け
た
取
組
を
行
っ
て
い
る
又
は
そ
の
意
思
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。 

ロ 

次
の
⑴
及
び
⑵
に
該
当
す
る
出
張
施
術
業
務
者 

⑴ 

知
事
が
別
に
定
め
る
期
間
中
、
業
務
を
行
っ
て
い
た
こ
と
。 

⑵ 

一
時
支
援
金
の
支
給
の
申
請
を
し
た
日
以
後
も
事
業
の
継
続
等
に
向
け
た
取
組
を

行
っ
て
い
る
又
は
そ
の
意
思
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。 

 

三 

次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。 

 
 

イ 

暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十

七
号
）
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
又
は
同
条
第
六
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員

（
以
下
「
暴
力
団
員
」
と
い
う
。
）
若
し
く
は
大
阪
府
暴
力
団
排
除
条
例
（
平
成
二
十

二
年
大
阪
府
条
例
第
五
十
八
号
）
第
二
条
第
四
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
密
接
関
係
者

（
以
下
「
暴
力
団
密
接
関
係
者
」
と
い
う
。
） 

 
 

ロ 

従
業
員
、
職
員
又
は
使
用
人
に
暴
力
団
員
又
は
暴
力
団
密
接
関
係
者
が
あ
る
者 

 
 

ハ 

法
人
に
あ
っ
て
は
罰
金
の
刑
、
個
人
に
あ
っ
て
は
禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ

の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
そ
の
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
日
か
ら
一
年
を
経

過
し
な
い
者 

（
一
時
支
援
金
の
額
） 

第
三
条 

一
時
支
援
金
の
額
は
、
申
請
施
設
又
は
出
張
施
術
業
務
者
ご
と
に
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。 

 

一 

二
人
以
上
の
患
者
を
入
院
さ
せ
る
た
め
の
施
設
を
有
す
る
場
合 

一
万
五
千
円
に
病
床

の
数
を
乗
じ
て
得
た
額 

 

二 

前
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合 

三
万
円 

（
一
時
支
援
金
の
支
給
の
申
請
） 

第
四
条 

一
時
支
援
金
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
開
設
者
等
又
は
出
張
施
術
業
務
者
（
以
下

「
申
請
者
」
と
い
う
。
）
は
、
知
事
に
対
し
、
そ
の
定
め
る
期
日
ま
で
に
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
り
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
申
請
を
し
よ
う
と

す
る
者
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
知
事
が

別
に
定
め
る
書
類
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
一
時
支
援
金
の
支
給
の
決
定
等
） 

第
五
条 

知
事
は
、
一
時
支
援
金
の
支
給
の
申
請
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
申
請
に
係
る
書
類

等
に
よ
り
当
該
申
請
の
内
容
を
審
査
し
、
一
時
支
援
金
を
支
給
す
べ
き
も
の
と
認
め
た
と
き

は
、
一
時
支
援
金
の
支
給
の
決
定
を
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

知
事
は
、
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
適
正
な
支
給
を
行
う
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
一

時
支
援
金
の
支
給
の
申
請
に
係
る
事
項
に
つ
き
修
正
を
加
え
て
一
時
支
援
金
の
支
給
の
決
定

を
す
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

知
事
は
、
申
請
に
係
る
書
類
等
に
形
式
上
の
不
備
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
申
請

を
し
た
申
請
者
に
対
し
、
相
当
の
期
間
を
定
め
て
そ
の
補
正
を
求
め
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
当
該
相
当
の
期
間
内
に
申
請
者
が
補
正
を
行
わ
な
か
っ
た
と
き
は
、
知
事

は
、
当
該
申
請
が
取
り
下
げ
ら
れ
た
も
の
と
み
な
す
こ
と
が
あ
る
。 

４ 

知
事
は
、
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
支
給
の
決
定
を
し
た
申
請
者
に
係
る
情
報

の
う
ち
、
申
請
施
設
の
名
称
及
び
所
在
地
（
出
張
施
術
業
務
者
に
あ
っ
て
は
、
氏
名
及
び
住



所
）
に
関
す
る
情
報
を
公
表
す
る
こ
と
が
あ
る
。 

（
一
時
支
援
金
の
支
給
の
決
定
の
通
知
） 

第
六
条 

知
事
は
、
一
時
支
援
金
の
支
給
の
決
定
を
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
そ
の
決
定
の
内

容
を
、
一
時
支
援
金
の
支
給
の
申
請
を
し
た
申
請
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
決
定
の
取
消
し
） 

第
七
条 

知
事
は
、
一
時
支
援
金
の
支
給
の
決
定
を
受
け
た
申
請
者
が
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
一
時
支
援
金
の
支
給
の
決
定
を
取
り
消
す
も
の
と
す
る
。 

 

一 

第
二
条
第
一
号
又
は
第
二
号
に
該
当
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
判
明
し
た
と
き
（
第
四

号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）
。 

 

二 

第
二
条
第
三
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
と
き
（
一
時

支
援
金
を
支
給
し
た
後
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
を
除
く
。
）
又
は
第
四
条
の
規
定

に
よ
る
申
請
を
し
た
当
時
に
第
二
条
第
三
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
て
い

た
こ
と
が
判
明
し
た
と
き
。 

 

三 

第
二
条
第
三
号
ハ
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
重
大
な
不
正
行
為
を
し
た
と
知
事
が
認

め
た
と
き
。 

 

四 

第
四
条
の
規
定
に
よ
り
提
出
し
た
書
類
等
に
記
載
さ
れ
た
内
容
に
虚
偽
が
判
明
し
た
と

き
。 

２ 

知
事
は
、
申
請
者
の
責
め
に
帰
す
べ
き
事
由
に
よ
り
、
知
事
が
定
め
る
期
日
ま
で
に
一
時

支
援
金
の
支
給
が
で
き
な
か
っ
た
と
き
は
、
一
時
支
援
金
の
支
給
の
決
定
を
取
り
消
す
こ
と

が
あ
る
。 

３ 

前
条
の
規
定
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
取
消
し
を
し
た
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

（
一
時
支
援
金
の
返
還
） 

第
八
条 

知
事
は
、
一
時
支
援
金
の
支
給
の
決
定
を
取
り
消
し
た
場
合
に
お
い
て
、
既
に
一
時

支
援
金
が
支
給
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
期
限
を
定
め
て
、
そ
の
返
還
を
命
ず
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

一
時
支
援
金
の
返
還
に
係
る
費
用
に
つ
い
て
は
、
申
請
者
の
負
担
と
す
る
。 

（
違
約
金
及
び
延
滞
金
） 

第
九
条 

申
請
者
は
、
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
取
消
し
（
同
項
第
一
号
に
該
当
す
る
場

合
を
除
く
。
）
に
関
し
、
一
時
支
援
金
の
返
還
を
命
ぜ
ら
れ
た
と
き
は
、
一
時
支
援
金
の
返
還

の
ほ
か
、
違
約
金
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
府
に
納
付
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
違
約
金
の
額
は
、
一
時
支
援
金
の
受
領
の
日
か
ら
納
付
の
日
ま
で
の
日
数

に
応
じ
、
当
該
一
時
支
援
金
の
額
（
そ
の
一
部
を
納
付
し
た
場
合
に
お
け
る
そ
の
後
の
期
間

に
つ
い
て
は
、
既
納
額
を
控
除
し
た
額
）
に
つ
き
年
十
・
九
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
に
よ
り

計
算
し
た
額
と
す
る
。 

２ 

前
項
前
段
の
規
定
に
よ
り
違
約
金
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に
お
い
て
、
申
請

者
の
納
付
し
た
金
額
が
返
還
を
命
ぜ
ら
れ
た
一
時
支
援
金
の
額
に
達
す
る
ま
で
は
、
そ
の
納

付
金
額
は
、
ま
ず
当
該
返
還
を
命
ぜ
ら
れ
た
一
時
支
援
金
の
額
に
充
て
ら
れ
た
も
の
と
す
る
。 

３ 

申
請
者
は
、
一
時
支
援
金
の
返
還
を
命
ぜ
ら
れ
、
こ
れ
を
納
期
日
ま
で
に
納
付
し
な
か
っ

た
と
き
は
、
納
期
日
の
翌
日
か
ら
納
付
の
日
ま
で
の
日
数
に
応
じ
、
そ
の
未
納
付
額
に
つ
き

年
十
・
九
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
で
計
算
し
た
額
の
延
滞
金
を
府
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 



４ 

第
一
項
又
は
前
項
の
規
定
に
定
め
る
違
約
金
又
は
延
滞
金
の
額
の
計
算
に
つ
き
こ
れ
ら
の

規
定
に
定
め
る
年
当
た
り
の
割
合
は
、
閏

じ
ゆ
ん

年
の
日
を
含
む
期
間
に
つ
い
て
も
、
三
百
六
十
五

日
当
た
り
の
割
合
と
す
る
。 

５ 

前
条
第
二
項
の
規
定
は
、
違
約
金
及
び
延
滞
金
の
納
付
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

（
適
用
除
外
） 

第
十
条 

一
時
支
援
金
に
関
し
て
は
、
大
阪
府
補
助
金
交
付
規
則
（
昭
和
四
十
五
年
大
阪
府
規

則
第
八
十
五
号
）
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。 

（
委
任
） 

第
十
一
条 

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
一
時
支
援
金
の
支
給
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、

知
事
が
別
に
定
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 


